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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フレキシブル基板の基板本体の一端部から突出して形成された突出部と、前記突出部を
折り曲げることにより形成される配線ケーブル挿通部と、前記突出部の先端部を前記フレ
キシブル基板に固定する固定部とを備え、
　前記突出部は、前記先端部を前記一端部側へ折り曲げて固定するための固定領域を有し
、
　前記固定部は、前記一端部側へ折り曲げられた前記先端部と前記固定領域との両方に貼
り付けられて、前記先端部を前記固定領域に固定する両面テープであって、かつ、一方の
貼り付け面が前記先端部に予め貼り付けられて、前記先端部を前記一端部側へ折り曲げた
状態で他方の貼り付け面が前記固定領域に貼り付けられる両面テープからなり、
　前記突出部の両側部は、前記先端部の折り曲げを容易とするための切り欠きを有する
　ことを特徴とするフレキシブル基板。
【請求項２】
　フレキシブル基板の基板本体の一端部から突出して形成された突出部と、前記突出部を
折り曲げることにより形成される配線ケーブル挿通部と、前記突出部の先端部を前記フレ
キシブル基板に固定する固定部とからなり、
　前記突出部は、前記先端部を前記一端部側へ折り曲げて固定するための固定領域を有し
、
　前記固定部は、前記一端部側へ折り曲げられた前記先端部と前記固定領域との両方に貼
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り付けられて、前記先端部を前記固定領域に固定する両面テープであって、かつ、一方の
貼り付け面が前記先端部に予め貼り付けられて、前記先端部を前記一端部側へ折り曲げた
状態で他方の貼り付け面が前記固定領域に貼り付けられる両面テープからなり、
　前記突出部の両側部は、前記先端部の折り曲げを容易とするための切り欠きを有する
　ことを特徴とする配線ケーブル保持構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、配線ケーブル保持技術に関し、特にフレキシブル基板を用いて配線ケーブル
を保持する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、配線ケーブル付のモジュール部品を、携帯電話やポータブルゲーム機等の携帯
機器内に取り付ける際、配線ケーブル固定用の専用部品を基板上に配置して配線ケーブル
を固定したり、電気回路や部品が実装された基板等を覆う筐体に配線ケーブルを固定する
機構を形成して、配線ケーブルを固定する方法が取られる。
　最近、携帯電話やポータブルゲーム機等の携帯機器は小型化が進み、基板上に配置でき
る部品数量やそのエリアが制限される傾向にあり、また、機器の薄型化が進むにつれて配
線ケーブルを固定させる機構を筐体へ形成することが難しくなりつつある。
【０００３】
　一方、電子カメラ等の小型の携帯機器では、アセンブリの容易性や製品コストの面から
フレキシブル基板が多用されており、このフレキシブル基板を用いて配線ケーブルを固定
する方法が提案されている（例えば、特許文献１など参照）。
　特許文献１の配線ケーブル保持構造は、ヒンジ部で折り畳み可能に支持された可動側筐
体と固定側筐体とからなる折りたたみ式携帯電話において、可動側筐体に収容されたＬＣ
Ｄ画面用基板と固定側筐体に収容されたテンキー用基板とを、ヒンジ部を介して接続する
ための基板接続配線用フレキシブル基板を利用して、可動側筐体に収容されたアンテナ用
の同軸ケーブルや可動側筐体への電源供給用の電源ケーブルなどの配線ケーブルを保持す
るものである。
【０００４】
　具体的には、基板接続配線用フレキシブル基板の長手方向に沿って配線ケーブルを挟み
込むようにして基板接続配線用フレキシブル基板全体を折り畳むことにより、あるいは基
板接続配線用フレキシブル基板の長手方向に沿って設けた複数の穴や切り欠きに配線ケー
ブルを通すことにより、基板接続配線用フレキシブル基板で配線ケーブルを保持するもの
となっている。
【０００５】
【特許文献１】ＷＯ２００４／２７５６１３
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、このような関連技術では、基板接続配線用フレキシブル基板のように、
保持する配線ケーブルの長手方向に伸延するフレキシブル基板が必要となるため、電気部
品が搭載されているフレキシブル基板には適用できないという問題点があった。
　本発明はこのような課題を解決するためのものであり、電気部品が搭載されているフレ
キシブル基板を用いて、配線ケーブルを容易に保持することが可能なフレキシブル基板、
配線ケーブル保持構造、および配線ケーブル保持方法を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　このような目的を達成するために、本発明にかかるフレキシブル基板は、フレキシブル
基板の基板本体の一端部から突出して形成された突出部と、前記突出部を折り曲げること
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により形成される配線ケーブル挿通部と、前記突出部の先端部を前記フレキシブル基板に
固定する固定部とを備え、前記突出部は、前記先端部を前記一端部側へ折り曲げて固定す
るための固定領域を有し、前記固定部は、前記一端部側へ折り曲げられた前記先端部と前
記固定領域との両方に貼り付けられて、前記先端部を前記固定領域に固定する両面テープ
であって、かつ、一方の貼り付け面が前記先端部に予め貼り付けられて、前記先端部を前
記一端部側へ折り曲げた状態で他方の貼り付け面が前記固定領域に貼り付けられる両面テ
ープからなり、前記突出部の両側部は、前記先端部の折り曲げを容易とするための切り欠
きを有している。
【０００８】
　また、本発明にかかる配線ケーブル保持構造は、フレキシブル基板の基板本体の一端部
から突出して形成された突出部と、前記突出部を折り曲げることにより形成される配線ケ
ーブル挿通部と、前記突出部の先端部を前記フレキシブル基板に固定する固定部とからな
り、前記突出部は、前記先端部を前記一端部側へ折り曲げて固定するための固定領域を有
し、前記固定部は、前記一端部側へ折り曲げられた前記先端部と前記固定領域との両方に
貼り付けられて、前記先端部を前記固定領域に固定する両面テープであって、かつ、一方
の貼り付け面が前記先端部に予め貼り付けられて、前記先端部を前記一端部側へ折り曲げ
た状態で他方の貼り付け面が前記固定領域に貼り付けられる両面テープからなり、前記突
出部の両側部は、前記先端部の折り曲げを容易とするための切り欠きを有している。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、突出部を折り曲げるだけで、配線ケーブルが挿通する配線ケーブル挿
通部を形成することができ、電子回路部品が搭載されているフレキシブル基板であっても
、配線ケーブルを容易に保持することが可能となる。したがって、配線ケーブルを保持す
る際、配線ケーブルの長手方向に沿ってフレキシブル基板を伸延させる、という必要はな
い。このため、フレキシブル基板の形状や取付位置が限定されず、極めて自由度の高い配
線ケーブル保持構造を実現することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　次に、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。
［第１の実施形態］
　まず、図１～図４を参照して、本発明の第１の実施形態にかかるフレキシブル基板につ
いて説明する。図１は、本発明の第１の実施形態にかかるフレキシブル基板の概観図であ
る。図２は、本発明の第１の実施形態にかかるフレキシブル基板の要部を示す説明図であ
り、図２（ａ）は平面図、図２（ｂ）は側面図である。図３は、本発明の第１の実施形態
にかかるフレキシブル基板の要部（折り曲げ状態）を示す説明図であり、図３（ａ）は平
面図、図３（ｂ）は側面図である。図４は、本発明の第１の実施形態にかかるフレキシブ
ル基板による配線ケーブル保持例を示す斜視図である。
【００１２】
　図１において、フレキシブル基板１０は、例えばフィルム状の絶縁体上に導体箔を形成
した構造を持つＦＰＣ（Flexible printed circuits）からなり、各種の電子回路部品５
１～５４が表面実装されている。このフレキシブル基板１０には、基板本体１１の一端部
１２から突出して略矩形状の突出部２０が形成されている。
【００１３】
　図２に示すように、この突出部２０には、その先端部２１の表面に、両面テープ２２が
貼り付けられており、突出部２０の両側部２３のそれぞれには、突出部２０の折り曲げを
容易とするための切り欠き２４が形成されている。
　配線ケーブル３０を保持する場合には、図３に示すように、突出部２０の先端部２１を
基板本体１１の一端部１２側へ折り曲げて、フレキシブル基板１０の表面に両面テープ２
２（固定部）で固定する。
【００１４】



(4) JP 5347375 B2 2013.11.20

10

20

30

40

　これにより、突出部２０を折り曲げるだけで、配線ケーブル３０が挿通する配線ケーブ
ル挿通部２５を形成することができ、電子回路部品が搭載されているフレキシブル基板で
あっても、配線ケーブルを容易に保持することが可能となる。したがって、前述した特許
文献１の配線ケーブル保持構造のように、配線ケーブル３０を保持する際、配線ケーブル
３０の長手方向に沿ってフレキシブル基板を伸延させる、という必要はない。このため、
フレキシブル基板の形状や取付位置が限定されず、極めて自由度の高い配線ケーブル保持
構造を実現することが可能となる。
【００１５】
　また、突出部２０の先端部２１を固定する位置は、フレキシブル基板１０の基板本体１
１上であってもよいが、図２および図３に示すように、突出部２０のうち、先端部２１か
ら基板本体１１までの間に、先端部２１を取り付ける固定領域２６を形成しておき、この
固定領域２６に両面テープ２２を貼り付けて先端部２１を固定してもよい。
　これにより、基板本体１１上に固定領域２６を設けた場合と比較して、基板本体１１に
おける部品実装面積を有効活用でき、特に携帯電話、ポータブルゲーム機、さらには電子
カメラなど小型の電子機器で必要となる高密度実装を実現できる。
【００１６】
［第２の実施形態］
　次に、図５を参照して、本発明の第２の実施形態にかかるフレキシブル基板について説
明する。図５は、本発明の第２の実施形態にかかるフレキシブル基板の要部を示す説明図
であり、図５（ａ）は平面図、図５（ｂ）は側面図である。
【００１７】
　第１の実施形態では、両面テープ２２を用いて、突出部２０の先端部２１をフレキシブ
ル基板１０に固定する場合を例として説明した。本実施形態では、先端部２１に設けた係
止片２７を用いて先端部２１をフレキシブル基板１０に係止する場合について説明する。
【００１８】
　図５に示すように、突出部２０の先端部２１には、錨形状の係止片２７（固定部）が形
成されており、先端部２１から基板本体１１までの間に設けられた固定領域２６に係止穴
２８（固定部）が形成されている。
　配線ケーブル３０を保持する場合には、突出部２０の先端部２１を基板本体１１の一端
部１２側へ折り曲げて、係止片２７を係止穴２８へ挿入して係止することにより、先端部
２１を固定する。
　これにより、両面テープ２２が不要となるとともに組み立て作業を簡素化でき、部品コ
ストおよび作業コストを削減できる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の第１の実施形態にかかるフレキシブル基板の概観図である。
【図２】本発明の第１の実施形態にかかるフレキシブル基板の要部を示す説明図である。
【図３】本発明の第１の実施形態にかかるフレキシブル基板の要部（折り曲げ状態）を示
す説明図である。
【図４】本発明の第１の実施形態にかかるフレキシブル基板による配線ケーブル保持例を
示す斜視図である。
【図５】本発明の第２の実施形態にかかるフレキシブル基板の要部を示す説明図である。
【符号の説明】
【００２０】
　１０…フレキシブル基板、１１…基板本体、１２…一端部、２０…突出部、２１…先端
部、２２…両面テープ、２３…側部、２４…切り欠き、２５…配線ケーブル挿通部、２６
…固定領域、２７…係止片、２８…係止穴、３０…配線ケーブル、５１～５４…電子回路
部品。
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